
 

 

   2 0 2 3 年 3 月 2 日 

富国生命保険相互会社 

 

学資保険「みらいのつばさ」の保険料率の改定について 

富国生命保険相互会社（代表取締役社長 米山好映）は、2023年4月2日より、学資保険「みらいのつばさ」の

保険料率を下記のとおり改定します。 

 

記 

 

１．趣旨 

「みらいのつばさ」〔5年ごと配当付学資保険〕は、貯蓄性に重点を置いた仕組みと、祝金の支払サイクルが異

なる2種類の型により、お子さまの教育資金や将来の独立資金をお客さまのニーズにあわせて準備することがで

きる商品です。 

今般、市中金利の動向等をふまえ、当該商品について保険料率の改定（引下げ）を実施します。この改定によ

り、これまで以上に効率的な資金準備が可能となります。 

 

 

２．改定内容 

設例：契約者30歳男性／被保険者0歳／22歳満期／満期保険金額100万円／口座振替月払／兄弟割引適用なし 

型※1 
祝金・ 
満期保険金 
受取総額 

保険料 

払込期間 

現行 改定後 

保険料 戻り率※2 保険料 戻り率※2 

Ｓ（ステップ）型 210万円 

17歳 10,170円 101.2％ 9,890円 104.0％ 

14歳 12,131円 103.0％ 11,762円 106.2％ 

11歳 15,186円 104.7％ 14,677円 108.3％ 

Ｊ（ジャンプ）型 200万円 

17歳 9,614円 101.9％ 9,322円 105.1％ 

14歳 11,467円 103.8％ 11,086円 107.3％ 

11歳 14,354円 105.5％ 13,833円 109.5％ 

※1 Ｓ（ステップ）型・Ｊ（ジャンプ）型のそれぞれの商品内容については、次ページをご参照ください。  
※2 戻り率：祝金・満期保険金受取総額÷払込保険料総額×100（小数点以下第2位切捨て） 

 

 

３．実施時期 

  契約日が2023年4月2日以後の契約について保険料率を改定します。 

 

 



参考 「みらいのつばさ」  Ｓ（ステップ）型・Ｊ（ジャンプ）型の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※保険料払込期間は、11歳払込満了、14歳払込満了、17歳払込満了から選択することができます。 

※契約者が死亡されたとき、高度障害状態に該当したとき、不慮の事故により所定の身体障害状態に該当 

したときは、以後の保険料の払込みは不要です。 

 

▼学資保険「みらいのつばさ」サイトはこちらから 

https://www.fukoku-life.co.jp/gakushi/ 

 

以 上 

 

https://www.fukoku-life.co.jp/gakushi/

